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１ 業務の目的 

本業務は、袋井市営駐車場、自転車等駐車場（以下「駐車場等」という。）は駅周辺

における自動車及び自転車等の駐車を容易にして、安全かつ平等な利用を確保するとと

もに、管理経費の縮減を図りながら、利用者のサービス向上・利用促進と円滑な運営並

びに施設及び設備の適切な維持管理を目的とする。 

 

２ 本書の位置づけ 

  本書は、袋井市（以下「市」という。）が駐車場等の管理運営を行う指定管理者を指

定するに当たり、指定管理者が管理運営業務を行う際の市が要求する水準を示したもの

である。 

 

３  業務に関する基本的事項 

（１）利用について 

      指定管理者は、管理運営にあたり利用者の平等利用の確保に努め、利用者に対して

不当な差別的取扱いをしてはならない。 

（２）利用者への対応について 

      指定管理者は、利用者本位の施設運営を行い、親切丁寧な対応を心がけ、常にサー

ビスの向上に努めること。 

（３）施設の管理について 

    ア 駐車場等の管理を遂行するに当たり、次の事項を遵守すること。 

  （ア）設置の趣旨に即した管理を行い、その実現に向けて最大限努力すること。 

    （イ）常に利用者の立場に立った運営を行い、利用者の意見や要望を反映させること。 

  （ウ）効率的な運営を行うとともに、環境に配慮した施設の保全に努め、管理運営費

の縮減に努めること。 

  （エ）市の意図するところに従い、常に善良な管理者の注意をもって管理に努めるこ

と。 

  （オ）指定管理者が施設の管理運営に係る各種規程・要綱等を作成する場合は、市と

協議すること。 

  イ  個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）、袋井市個人情報の保護に

関する法律施行条例（令和４年袋井市条例第22号）の趣旨を理解し、業務上知り得

た個人情報については適正な取扱いをすること。 

    ウ 施設の管理を行うに当たり、業務上知り得た内容を第三者に漏らしたり、自己の

利益のために使用したりすることはできない。指定管理者の期間が終了した後も同

様とする。 

  エ  環境への負荷の低減に努めること。 

（４）指定管理者が管理運営を行う経費について 

   指定管理者が駐車場等の管理運営を行うために要する経費は、指定管理委託料及び

その他の収入をもって充てる。 

（５）管理体制について 

  ア 駐車場等の安全で効果的・効率的な管理運営を実施するため、必要な職員を配置
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すること。 

  （ア）総括責任者と従事者、連絡先等を記載した組織図を作成するとともに、緊急時

や災害時に適切な対応がとれるようマニュアルを作成し、毎年度速やかに市へ提

出すること。 

  （イ）職員の勤務体制は、施設の管理運営に支障がないよう配慮すること。 

  イ 利用者の要望、意見は速やかに市に報告するとともに、費用負担等を市と協議し

迅速な対応をとること。 

 

４ 施設の概要 

（１）駐車機器等 

   ア 自動車駐車場 

施設の名称 袋井駅前駐車場 

施設の所在地 袋井市高尾1129番地の２ 

施設の概要 

施設の内容  ２階建平面自走式（無人） 

供用開始日  平成６年10月１日（令和２年４月１日縮小再開） 

駐 車 台 数  32台（うち軽自動車専用５台） 

敷 地 面 積  1,323㎡ 

供 用 時 間  24時間 

駐 車 機 器  別紙仕様書のとおり 

 

施設の名称 愛野駅前北駐車場                        

施設の所在地 袋井市愛野東二丁目８番地の１               

施設の概要 

施設の内容  平面自走式（無人） 

供用開始日  平成13年９月１日 

駐 車 台 数  67台 

敷 地 面 積  2,012㎡ 

供 用 時 間  24時間 

駐 車 機 器  別紙仕様書のとおり 

 

  イ 自転車等駐車場      

施設の名称 袋井駅東自転車等駐車場（当日・定期） 

施設の所在地 袋井市高尾1129番地の２ 

施設の概要 

施設の内容  平面２段式（有人） 

供用開始日  平成６年10月１日（令和２年４月１日縮小再開） 

駐 車 台 数  605台（自転車571台、原動機付自転車34台） 

敷 地 面 積  土地面積 1,323㎡ 延床面積 804.94㎡ 

供 用 時 間  24時間 

駐 車 機 器  別紙仕様書のとおり 
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施設の名称 袋井駅西自転車等駐車場（定期利用のみ） 

施設の所在地 袋井市高尾1209番地の６ 

施設の概要 

施設の内容  平面（無人） 

供用開始日  平成６年10月１日 

駐 車 台 数  74台（自転車54台、原動機付自転車20台） 

敷 地 面 積  土地面積 230㎡  延床面積76㎡ 

供 用 時 間  24時間 

 

施設の名称 袋井駅南自転車等駐車場 

施設の所在地 袋井市高尾1229番地の１ 

施設の概要 

施設の内容   平面（無人） 

供用開始日   令和２年４月１日 

駐 車 台 数   410台（自転車359台、原動機付自転車51台） 

敷 地 面 積    土地面積 822㎡    延床面積 389㎡ 

 

施設の名称 愛野駅南自転車等駐車場 

施設の所在地 袋井市愛野南一丁目２番地の１ 

施設の概要 

施設の内容   平面（無人） 

供用開始日   平成13年９月１日 

駐 車 台 数   415台 

敷 地 面 積    土地面積 1,026㎡    建物面積 267㎡ 

 

施設の名称 愛野駅北自転車等駐車場 

施設の所在地 袋井市愛野東二丁目８番地の１ 

施設の概要 

施設の内容  平面（無人） 

供用開始日   平成13年９月１日    

駐 車 台 数    434台 

敷 地 面 積  土地面積 1,159㎡    建物面積 374㎡ 

 

  ウ その他 

施設の名称 管理人室 

施設の所在地 袋井市高尾1129番地の２ 

施設の概要 
施設の内容  平屋建て（有人） 

面 積  延床面積 14.96㎡ 

 

 

 

 



- 4 - 

（２）使用料 

   ア 自動車駐車場（一時利用） 

名  称 区  分 金  額 

袋井駅前駐車場 

最初から15時間まで １時間までごとに100円 

15時間を超える場合において 

最初から24時間まで 
              1,500円 

 

愛野駅前北駐車場 

最初から７時間まで １時間までごとに100円 

７時間を超える場合において 

最初から24時間まで 
                700円 

  ［備考］駐車時間が24時間を超える場合は、24時間までごとに算定した額の合計 

 

  イ 自動車駐車場（定期利用） 

愛野駅前北駐車場 １ヶ月間（平日のみ）               3,300円 

 

  ウ 自動車駐車場（回数駐車券） 

種  別 金  額 利用可能駐車場 

回数駐車券 
100円券(22枚つづり) 2,000円 

全駐車場 
200円券(11枚つづり) 2,000円 

     

  エ 自転車等駐車場（愛野駅南・愛野駅北自転車等駐車場は無料） 

区  分 利用の方法 単 位 料 金 

自転車 

一時利用 １日/１回 100円 

定期利用 
１月 1,500円 

３月 4,500円 

原動機付自転車及び 

自動二輪車 

一時利用 １日/１回 150円 

定期利用 
１月 2,500円 

３月 7,500円 

  ［備考］定期利用の単位は、月の初日から始まり、当該期間の末日をもって終了 

 

５ 指定管理者が行う業務の範囲 

（１）駐車場等の管理運営業務に関すること 

  ア  人員の配置等に関すること 

  （ア）袋井駅前駐車場 

        ① 駐車場の管理（消耗品の供給、売上金の回収・納入、場内清掃、不審車両の

チェック、施設点検等）に従事する最適な人員を配置すること。 

        ② 駐車場の設備監視（24時間体制）に従事し、障害対応等緊急時に出動し、対

応できる最適な人員を配置すること。 

    ③ 事前に把握している停電時等の場合、車両の入出庫及び使用料の徴収に対応



- 5 - 

する最適な人員を配置すること。 

  （イ）愛野駅前北駐車場 

        ① 駐車場の管理（消耗品の供給、売上金の回収・納入、場内清掃、不審車両・

定期期限切れ車両のチェック、施設点検等）に従事する最適な人員を配置する

こと。 

        ② 愛野駅前北駐車場の設備監視（24時間体制）に従事し、障害対応等緊急時に

出動し、対応できる最適な人員を配置すること。 

    ③ 事前に把握している停電時等の場合、車両の入出庫及び使用料の徴収に対応

する最適な人員を配置すること。 

  （ウ）袋井駅東自転車等駐車場・袋井駅西自転車等駐車場・袋井駅南自転車等駐車場 

    ① 施設の利用に関する受付業務（使用料の収受、定期券の発行、問合せ等） 

    ② 施設管理業務（消耗品の供給、自転車の整理、場内清掃、施設点検等） 

     ③ 駐車場内の管理（売上金の回収・納入、場内清掃等） 

        ④ 監視業務（駐車場内の盗難、防犯のための巡回監視）  

        ⑤ 駅前周辺放置自転車指導及び撤去作業  

     ⑥ 管理人室に管理人を１名以上常時配置すること。 

      （午前５時30分から午後９時まで） 

  （エ）愛野駅南自転車等駐車場・愛野駅北自転車等駐車場 

        ① 場内自転車等の整理、清掃作業に従事する最適な人員を配置すること。 

      ＜業務内容＞ 

指定管理期間内は無休、１日最低１回の場内整理及び清掃等をするものと 

し、常に清潔に努めること。 

（自転車等の整理、清掃、ゴミ処理、保管自転車等の管理、施設点検） 

  イ  管理人は、日常的な電気・機械・施設等の設備の操作・管理の能力がある者（資

格の有無は問わない。臨時職員可）とすること。 

  ウ  施設を管理運営するうえで、利用者の窓口対応、利用に関する業務等の運営業務

並びに施設・設備の維持管理に関する業務に当たらせるため、指定管理者がその責

任において業務従事させることのできる職員（臨時職員可）は、健康で業務遂行の

体力を有する者とすること。 

  エ 管理人には、防火管理者の資格を有する者を配置すること。 

  オ  業務従事者に対して、施設の管理運営に必要な研修を実施すること。(駐車券発売

機の取扱い及び消耗品の供給、売上金の回収・納入、自転車の整理、場内清掃、救

急・緊急対応、接遇等) 

  カ  本施設の職員であることが一目で区別できるよう、名札を着用すること。 

  キ  地域の人材の活用を図るとともに、市の高齢者雇用対策に鑑み、市内の高齢者雇

用に配慮すること。 

  ク 周辺施設でのイベント開催等による駐車場等利用者の管理（自動車及び自転車等

の誘導、整理）を行うこと。人員は、円滑に業務が遂行できるよう適切な人数を配

置すること。 
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（２）駐車場等の維持管理業務に関すること 

  ア 駐車場等の適正な維持管理を行うため、施設・設備点検等の日常点検、保守管理及び簡易

修繕、清掃、樹木及び植栽管理等を実施すること。実施後は速やかに市へ報告すること。 

   （ア）袋井駅前駐車場 

      ① 警備業務 

            警備基準時間は、毎日24時間とする。 

       ＜業務内容＞ 

□ 盗難及び特定設備（駐車場自動出入管理設備)の異常事態の感知 

           □ 事故確知時における関係先への通報・連絡  

            □ 警備実施事項の報告 

            □ 駐車場自動出入管理設備の障害対応業務 

      ② 消防用施設等の点検業務 

        ＜業務内容＞  

□ 年２回の消防設備点検（機器点検１回、総合点検１回） 

       ③ 管制装置保守業務 

     ＜業務内容＞  

□ 定期点検 ３カ月に１回 

            ※ 定期メンテナンスについては、その機器の製造・販売会社が指定する者 

による技術員が点検業務を実施すること。 

      ④ 駐車場等の樹木の管理 

 年１回以上、必要に応じて行う 

        ＜業務内容＞ 

 □ 剪定、刈込み、薬剤散布、施肥、除草作業等 

  （イ）愛野駅前北駐車場       

      ① 警備業務 

            警備基準時間は、毎日24時間とする。 

         ＜業務内容＞ 

□ 盗難及び特定設備(駐車場自動出入管理設備)の異常事態の感知 

      □ 事故確知時における関係先への通報・連絡  

            □ 警備実施事項の報告 

            □ 駐車場自動出入管理設備の障害対応業務 

    ② 管制装置保守業務 

      ＜業務内容＞  

□ 定期点検 ３カ月に１回 

            ※ 定期メンテナンスについては、その機器の製造・販売会社が指定する業

者による技術員が点検業務を実施すること。 

      ③ 駐車場等の樹木の管理 

□ 年１回以上、必要に応じて行う 

        ＜業務内容＞  

□ 剪定、刈込み、薬剤散布、施肥、除草作業等 
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イ 良好な環境衛生、美観の維持はもとより、施設の健全なる保全を図ること。 

    また、適切な方法により、ごみ・汚れ・シミ等を処理し、清潔な状態に保つこと。 

  （ア）敷地内清掃 

  （イ）害虫等の駆除 

  ウ 施設・設備点検 

    駐車場等の機能を維持し、利用者が快適に利用できる良質な施設・設備を提供す

るため、保守点検を実施するとともに、状態について常に巡視点検を行い、必要に

応じて整備をすること。 

  （ア）施設内の警備業務 

  （イ）施設内の見回り点検 

  （ウ）照明の点検 

  （エ）用具及び付帯設備、備品の点検 

  （オ）清掃及び整理整頓 

  エ 放置自転車の処分 

    放置自転車は、袋井市自転車等駐車場条例及び同施行規則等に基づいて措置する。

30日以上の期間、駐車場内等に放置されている自転車等を処分するものとし、該当

自転車等があった場合、指定管理者は、放置自転車調査表により市へ報告すること。 

     その後、市からの指示に基づき処分すること。処理費は指定管理者の負担とする。 

  オ 施設内の機能・美観を維持するため、植栽の管理、消毒、除草等の業務を行うこ

と。 

  カ  修繕 

    施設の修繕は、指定管理者が行うこととする。ただし、１件あたり30万円（消費

税込）を超える修繕にあっては、市において行う。修繕の執行については速やかに

実施し、施設の美観・機能の保全に努め、利用者の要望・便宜を図ることとする。 

なお、詳細事項は協定書で定める。大規模修繕等で施設が長期に使用できない場

合については、市と協議し、その場合の使用予定や広報活動に対応すること。 

  キ  施設維持管理用消耗品（電球、作業服等）、事務用消耗品（事務用品、応急処置

用医薬品等）、清掃用消耗品（洗剤、清掃用具等）の購入に関すること。 

  ク 光熱水費（電気料、上下水道料）を支払うこと。 

  ケ 通信運搬費（電話料、郵便料等）を支払うこと。 

  コ  指定管理者の業務上の瑕疵により生ずる損害賠償に対応するため、適切な保険に

加入すること。 

 

    【参考】 

   直営時、市が支出した維持管理費用（平成18年度実績）          ［単位：千円］ 

項 目 内  容 袋井駅前 愛野駅前 公共トイレ 

事務費 消耗品費、通信運搬費    1,656     292      82 

管理費 

電気、上下水道、修繕料、手数料（障

害対応、放置自転車処分、草取り

等）、夜間金庫他使用料 

    2,654    4,979     398  
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項 目 内  容 袋井駅前 愛野駅前 公共トイレ 

委託費 
全自動駐車場管制システム保守、管

理業務委託、消防設備保守 
   12,136   7,489     805 

借上げ料 

全自動駐車場管制システム借上、監

視カメラ、定期券自動発売装置一時

利用券自動発売装置 

    6,276     - - 

小  計    22,722   12,760   1,285 

総  計              36,767 

（３）使用料の徴収に関すること         

      袋井市駐車場条例及び袋井市自転車等駐車場条例により徴収する。 

   なお、使用料は市の収入とする。 

   また、精算機等のつり銭などは、指定管理者が準備し、常時対応すること。  

  ア 袋井駅前駐車場及び愛野駅前北駐車場の駐車料金及び回数駐車券の発行に関する

こと。 

    （ア）料金は、駐車場の利用者から自動車を出場させる時に徴収すること。 

    （イ）利用者の利便を図るため回数駐車券を発行すること。 

    発行は、管理人室で行い、発売時間は、午前６時から午後８時30分までとする。 

  （ウ）愛野駅前北駐車場の定期利用残り台数を表示するとともに、電話等による問合

せに対応すること。 

  （エ）愛野駅前北駐車場においては、身体障がい者割引を実施すること。 

イ 袋井駅東自転車等駐車場、袋井駅西自転車等駐車場及び袋井駅南自転車等駐車場の

当日及び定期駐車券の発行に関すること。 

（ア）受付・申請等は、管理人室で行うこと。（電話による受付は不可） 

なお、受付・申請の方法を変更する場合は市と協議すること。 

  （イ）定期券の申し込み時間は、午前６時から午後８時30分までとする。 

    （ウ）定期券を月の途中で購入する利用者には、有効期限及び料金を説明すること。 

    （エ）定期駐車券の発行については、駐車場の利用状況により発行を中止し、又は制

限すること。 

また、駐車場の利用状況により駐車場所等の形状を変更する必要がある場合は、

市と協議すること。 

  （オ）料金は、自転車等を入場させる時に徴収する。ただし、定期駐車券の料金につ

いては、これを交付する時に徴収すること。 

  ウ 使用料の収受に関すること。 

     使用料は現金納付とし、指定管理者が現金の管理を行うこと。 

  エ 駐車場回数駐車券及び駐輪場定期駐車券の払い戻しに関すること。 

     指定管理者が現金で払い戻しすることとし、払い戻し分は市へ納付する使用料か

ら差し引くこととする。 

（４）その他 

  ア 業務報告等 

  （ア）組織図 
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          管理業務を遂行するための人員配置、管理責任者、資格を有する者、連絡先等

を記載した組織図を作成し市に提出する。改正した場合も同様とする。 

  （イ）利用要領 

     駐車使用料の徴収方法その他利用に関する業務を適正かつ円滑に遂行するため

に必要な事項を記載した利用要領（マニュアル）を作成し、その写しを市へ提出

する。改正した場合も同様とする。 

  （ウ）緊急時対応要領 

     災害、利用者の事故その他緊急時に対応するための緊急時対応要領（マニュア

ル）を作成し、その写しを市へ提出する。改正した場合も同様とする。 

  （エ）業務日報 

     利用の実績、維持管理の状況、拾得物の保管、利用者からの苦情、要望等について、

毎日、業務日報を作成する。 

  （オ）徴収簿 

     毎日、駐車使用料の徴収額を徴収簿に記録する。使用料は駐車場ごとに一時利

用、定期利用を区分すること。また、台数も同様に記録する。 

  （カ）月例報告書 

     毎月、利用状況及び業務日報に基づいて業務報告書・モニタリングマニュアル

等（利用者の意見、要望等及び対応策を含む）を作成し、市に報告すること。 

  （キ）修繕等の報告 

     施設修繕等施設管理に係る業務を実施した場合は、業務書を作成し、市へ報告

すること。 

  （ク）事業報告書 

     毎年度終了後、事業報告書を作成し、翌年度５月末日までに市へ提出する。 

     事業報告書には、次の事項を記載する。 

    ① 管理業務の実施状況 

       ② 施設の利用状況 

    ③ 使用料の収入実績 

④ 管理運営経費の収支状況 

⑤ その他 

  （ケ）事業評価 

         市は、提出された事業報告書・モニタリングマニュアル等に基づき事業評価を

実施する。評価項目は協定書において定めることとする。 

  （コ）是正勧告に対する業務改善報告 

         事業評価の結果、指定管理者の業務が基準を満たしていないと判断した場合、

市から指定管理者に対して行われた是正勧告に対する業務改善報告書を速やかに

提出すること。 

  （サ）予算書、事業計画書 

     毎年度末日までに、翌年度の管理業務に係る予算書、事業計画書を作成し、市

へ提出する。 
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（シ）保管文書 

     指定管理者は、駐車場等の利用状況及び管理運営業務の実施状況等を記載した

業務日報を作成し、市が指定する期間保管し、求めがあった場合は提出すること。 

  （ス）管理業務の再委託 

     維持管理に関する業務の一部を再委託する場合は、市の承諾を得ること。 

     また、再委託の契約後、業務名、再委託先及び契約内容（損害賠償に関する定

めを含む）を市へ報告すること。 

  （セ）領収印の印影 

     領収印を作成し、又は改刻したときは、その印影を市へ報告すること。 

  （ソ）その他の報告 

        駐車場内で事故が発生したとき、施設の全部又は一部の利用ができなくなった

とき、施設・設備を損傷し、又は滅失したとき、その他管理業務に支障を及ぼす

事態が発生したときは、速やかに市へ報告すること。 

  （タ）市は、駐車場等の適正を期するため、上記報告書等のほか、管理業務の遂行に

係る書類、物品等について報告を求め、実地に調査し又は必要な指示をするもの

とする。 

  イ  指定管理業務の継続が困難になった場合における措置に関する事項 

  （ア）指定管理者は、指定管理業務の継続が困難になった場合又はその恐れが生じた

場合には、速やかに市へ報告すること。 

  （イ）指定管理者の責に帰すべき事由により適正な施設管理が困難となった場合又は

その恐れがあると認められる場合は、市は指定管理者に対して是正勧告を行い、

期間を定めて改善策の提出及び実施を求めるものとする。 

  （ウ）指定の取消し等 

        市は、指定管理者が指示に従わないとき、その他の指定管理者の責めに帰すべ

き事由により指定管理者が管理を継続できないと認めるときは、その指定を取消

し又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

その場合、指定管理者に損害が生じても、市はその賠償責任を負わないが、指定

管理者の取消し等により、市が損害を被った場合には、指定管理者に損害賠償請

求をすることがある。 

  （エ）原状回復 

     指定管理者は、指定期間が満了したとき又は指定の取消しや業務停止を受けた

ときは、施設・設備の原状回復を速やかに行うこととする。ただし、市長の承認

を受けた場合はこの限りではない。 

  ウ 市、公共機関等との連絡調整業務 

  （ア）市、公共機関等と協調を図り、利用促進活動に努めること。 

  （イ）市、公共機関等からの依頼等には誠意を持って対応するとともに、適宜情報発

信を行うこと。 

  エ ホームページ等により駐車場等に関する情報の提供を行うこと。 

  オ 駐車場等の管理運営に必要な印刷物（利用案内等）を作成すること。 

  カ 近隣地域への応対にあたっては、地域社会の一員であることを認識し、誠意をも
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って対応し、地域振興に資する活動等に努めること。 

  キ 個人情報保護について従事者に周知・徹底を図ること。 

  ク 遺失物、拾得物の受付及び処理については、袋井警察署へ連絡し対応すること。 

  ケ その他駐車場等の管理上、必要があると認める業務を行うこと。 

（５）行政財産目的外使用許可について 

   行政財産目的外使用許可に関する業務については、指定管理業務には含まない。 

 

６ 指定管理者が賠償責任を負う範囲 

（１）指定管理者は、駐車場等の管理運営業務を履行するにあたり、指定管理者の責めに

帰すべき事由により市又は第三者に損害を与えた場合、又は指定管理者の責めに帰す

べき事由により委託業務が継続出来なくなった場合は、損害を賠償しなければならな

い。ただし、市長が特別な事情があると認めた場合は、この限りではない。 

（２）管理上の瑕疵により、臨時に駐車場等を閉鎖する場合の収入源のリスクは、指定管

理者が負わなければならない。 

（３）天災等の不可抗力により、駐車場を閉鎖することとなった場合の収入源に対する補

償については、閉鎖の期間を考慮し、指定管理委託料との相殺も含め、市と協議して

決定する。 

 

７ 物品の帰属等 

（１）現に施設に配備している市所有の備品等については、無償貸与する。 

（２）指定管理者は、市の所有に属する物品については、袋井市市有財産規則（平成31年

袋井市規則第６号）、袋井市公の施設に関する規則（平成31年袋井市規則第７号）及

び関係例規に規定する管理方法及び分類等に基づいて管理を行うものとする。また、

指定管理者は、同規則に定められた備品台帳を備え、保管に係る物品を整理し、購入

及び廃棄等の移動については遅滞なく市に報告しなければならない。 

（３）指定管理者が行なった修繕により、結果として資産を取得することとなる場合は、

その資産は、市の所有に属するものとする。 

（４）指定管理者が、施設の管理運営のために備品等を購入する場合は、あらかじめ市と

協議すること。 

 

８ 備品等  

  指定管理者は、業務において使用する市の所有に属する物品のうち、備品等について

は、袋井市財務規則に基づく管理を行うこととする。 

 

９ 業務を実施するに当たっての注意事項 

    指定管理者は、次の各項目に留意して円滑に業務を実施すること。 

（１）指定管理者が施設の管理運営に係る各種規程・要領等を別に定める場合は、市と協

議を行うこと。 

（２）各種規程等がない場合は、市の諸規程に準じて業務を実施すること。 

（３）その他、本書に記載のない事項については、市と協議を行うこと。 
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10 モニタリング及び利用者アンケート 

   指定管理者は、利用者の利便性の向上等の観点から、モニタリングや利用者アンケー

トにより、施設利用者の意見・要望等を聴取し、その結果及び業務改善への反映状況を

市へ報告すること。また、市が行うアンケート等にも協力すること。 

 

11 その他 

（１）施設リース機器等の取扱いについて 

  ア 現在使用しているすべての自動券売機等機器は、平成３年４月１日からの指定管

理者が再リースしているため、令和８年３月31日に契約期間が終了する。 

したがって、令和８年４月１日からの５年間については、指定管理者による新た

な機器の購入若しくは借り上げをするものとする。 

自動券売機等機器については、駐車場業務の目的等を十分把握するとともに、円

滑な駐車場業務を遂行するため、現在のリース機器の仕様水準以上の機器を設置す

ることする。 

     なお、自動券売機等機器の中には、監視カメラシステムと満車表示灯も含まれる。 

※ 機器の仕様書について、次のように一部内容の修正と方針を変更する。 

  （ア）精算機（袋井駅前駐車場、愛野駅北駐車場の全自動料金精算機）の仕様書の中

で、「二千円紙幣」の記載があるが、二千円紙幣以上での精算については必須条

件とはしない。 

    イ 機器の選定・設置にあたって、売上金の盗難防止に対応したガードボックス等を

設置すること。 

    ウ 新たに機器の設置をする場合、期間、方法、スケジュール等については、別紙７

により提出すること。 

（２）指定管理者が行う業務の引継ぎについて 

   指定管理者は、指定期間終了時に次期指定管理者が円滑かつ支障なく駐車場等の業

務を遂行できるよう業務の引き継ぎを行うこと。 

    なお、業務引継ぎ及び準備のための経費については選定された指定管理者の負担と

する。 

（３）立入検査について 

    市は、必要に応じて労務管理、施設、物品、各種帳簿等の検査のため立入調査を行

う。指摘事項等には誠意を持って対応し、改善・提案を速やかに実施すること。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

機器仕様書 

 

 


































